
昭和56年6月～平成12年5月に新築された

　平成12年（2000年）５月31日以前に着工した木造住宅について、無料での耐震
診断士派遣や、補強設計・改修工事に要する費用の一部を助成する制度です。

※申請受付の締め切りの詳細は、区のホームページをご確認ください
※申請の状況により、締め切り前でも事業が打ち切られる場合があります

Ｒ6－4

詳しくは区の
ホームページを
ご覧ください世田谷区　防災街づくり担当部

防災街づくり課　耐震促進担当
〒158－0094　世田谷区玉川1－20－1

☎ 03－6432－7177　 　03－6432－7987



地階を除く部分が木造在来軸組構法によ
る住宅（平面的混構造を除く）

＜❶、❷の場合＞対象住宅に居住者がい
る場合で、居住者全員の同意が得られて
いるもの（同意書等の提出は不要）

平成12年（2000年）5月31日までに着
工した住宅（平成12年6月以降に増築前
の延べ面積の1/2を超える増築をしたも
のを除く）

地上階が平屋建て又は2階建て住宅（地
階がある場合も対象）

＜❸～❺の場合＞所有者全員の同意が得
られているもの（同意書の提出が必要）

一戸建て住宅・長屋・共同住宅・兼用住
宅又は併用住宅（住宅として使用する部
分の面積が1/2以上のもの）

❹、❺の支援は、建築基準法に著しく不適合な部分がある場合
は是正を条件として支援対象となります。
住宅の所有者以外の代理人が相談や手続きを代行される場合は、
事前相談から委任状が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
※申請関係書類（委任状含む）は、
　ホームページで公開しています。

2次元コード
（関係書類の
リンク先）

耐震促進担当

❷

❹

❶

❺

❸

区の耐震化支援事業（❸～❺は個人が所有する住宅が対象） 木造住宅耐震改修等助成対象区域

区の耐震化支援事業の対象となる住宅

訪問診断
（耐震診断後） P 5無料❶を実施した住宅にて

概算改修費の算出、相談

補強設計 P 6～8補強設計費の一部補助

耐震改修工事費の一部補助耐震改修工事 P 6～8100万円

100万円

30万円

不燃化
耐震改修工事 P 6～8不燃化改修を含めた

耐震改修工事費の一部補助

耐震診断士派遣 P 4～5無料耐震診断士を派遣して
耐震診断の実施



事前相談・現場調査
の結果、助成対象外
となる場合がありま
す。

「耐震性あり」の場合
は、耐震改修工事等
の対象外です。

「助成金交付額の決
定」をもって、助成金
支払対象となります。

交付決定後に、工事
請負契約を締結する
必要があります。

耐震改修工事等助成

事前相談・現場調査・対象確認

耐震診断実施

耐震性能の確認

勧告（耐震性なし）

訪問相談実施

耐震改修工事等申請

工事請負契約

工事着手

助成金対象工事完了・完了届

助成金手続き完了

❶の申請後
2カ月程度

❸～❺の
申請後
1カ月程度

❷の申請後
1.5カ月程度

❷の申請❷の利用なし ❸～❺の申請

❶の申請

P4,5参照

区決裁

耐震化支援事業の流れ（助成金申請手順の例になり、期間は目安です）



 

後日、耐震診断士が耐震診断の結果を報告しに伺います。

耐震改修等・除却工事を行いましょう。
建築の専門家が耐震改修に関する質問をお受けする無料の訪問相談制度もあります。
（→P.5❷）

❶耐震診断士派遣制度（無料）

まず新耐震簡易耐震診断を実施し
ます。「一応倒壊しない」と判定さ
れた場合は、診断終了です。
それ以外の場合は、さらに一般診
断法による耐震診断を行います。

（→P5）



❷訪問相談制度（耐震診断後）：区の無料耐震診断を利用した住宅が対象です。

【耐震診断とは】
極めて稀に発生する大地震（震度６強相当）に

対しての、倒壊の可能性に関する診断のことです。
区では、まず一般財団法人日本建築防災協会が

定める基準に基づき新耐震簡易耐震診断を行い、
建物形状、接合金物の仕様、壁配置バランス、劣化
状況を簡易的に検証します。（「一応倒壊しない」
となれば、診断終了です。）

次に「木造住宅の耐震診断と補強方法」（2012
年改訂版 一般財団法人日本建築防災協会）による
耐震診断（一般診断法）を行っています。

一般診断法の場合、現地での調査は壁や天井等
の引き剥がしを行いません。天井裏や床下、室内
からの目視により行います。

【上部構造評点とは】
防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補

強方法」の一般診断法または精密診断法１で行わ
れる耐震診断による耐震性能に係る評点をいいま
す。

区の無料耐震診断を受け、上部構造評点が 1.0 未満（耐震性なし）と判定された住宅の所有者で、
耐震改修工事等の実施を検討されている方に相談員を派遣します。耐震改修工事等に関するご
質問にお答えしたり、簡易な補強設計や概算工事費算出を行います。

例） 住みながらの工事は可能か？　工事期間はどの位かかるの？
 どの位費用がかかるの？　等
※相談員は、一般社団法人 世田谷区建築設計事務所協会に所属する建築士です。

耐震改修、除却、建替えを検討しましょう

1～ 3すべてのチェックで
「はい」かつ 4で
4点以上

1 ～ 3のチェックでひとつでも
「いいえ」または 4で
3点以下

上部構造評点1.0未満

上部構造評点1.0以上

❷木造住宅耐震改修訪問相談制度（無料）

耐震診断・上部構造評点とは

新耐震簡易耐震診断

一応倒壊しない

倒壊しない
一応倒壊しない

1 平面及び立面形状
2 接合部金物の資料
3 壁の配置バランス
4 劣化状況

一般診断法による
耐震診断

倒壊する可能性がある
倒壊する可能性が高い



その他の条件もありますので、P2の「区の耐震化支援事業の
対象となる住宅」の １～６を合わせてご確認ください。

●個人が所有する住宅であり、住宅のまま耐震改修工事等を行うこと。
●道路事業等を施行中の区域外の建築物であること。
●建築基準法に著しく不適合な部分がない建築物であること。なお助成対象事業完了までに適合さ

せる（補強設計については、事業完了までに適合させる設計をする）場合も含みます。
●住民税を滞納していないこと。
●助成は、対象建築物一棟につき 1 回限りです。ただし、耐震改修工事については、補強設計助成後

の助成申請が可能です。
●増築を伴う場合には助成の対象とはなりません。
●共有物である場合は、共有者の同意を得ていること。
●区分所有である場合は、団体規約により定められた代表者又は過半の合意により選出された代表 

者であること。

●設計者・工事監理者・工事施工者は助成対象者自らが選んでください。
●助成金の交付決定前に助成対象事業の契約を締結してしまうと、助成は受けられません。
●助成金の支払いは、事業完了後（助成対象事業費分の支払い完了後）になります。途中で設計や工

事を取りやめた場合、助成は受けられません。
●耐震改修工事以外のリフォームの費用等は助成の対象となりません。
●❹耐震改修工事❺不燃化耐震改修工事では、中間検査を実施します。また、検査の結果、工事が

適切に行われていない場合、助成金の交付決定を取り消す場合があります。

助成金の受領は、申請者だけでなく、助成金対象事業を契約した事業者に委任することもできます。
委任状など手続きに必要な書類がありますので、耐震促進担当にお問い合わせください。

耐震促進担当

❸～❺木造住宅耐震改修等の助成条件



❺不燃化耐震改修工事
❸補強設計
❹耐震改修工事

❺不燃化耐震改修工事❺不燃化耐震改修工事

❸補強設計
❹耐震改修工事

耐震促進担当

池尻4丁目27の一部・31の一部
・32・33の一部・34～39
太子堂2、3丁目全域
三宿1丁目全域、
三宿2丁目3の一部・7の一部
・8～10・11の一部・12～39
北沢1丁目18の一部・19～23・24の一部
・25の一部・26の一部・45の一部
・46の一部・47
北沢2丁目8の一部・9の一部・26の一部
・27～30・31の一部・32の一部・33～40
代田6丁目1の一部・2の一部・3・4の一部
・5～32・33の一部・34の一部

世田谷3丁目20～26
世田谷4丁目全域、太子堂4、5丁目全域
宮坂2丁目1の一部・2～9、26、27
若林1丁目全域、若林2丁目1～36
若林3、4、5丁目全域

赤堤1丁目1～5、赤堤2丁目1～6
梅丘2、3丁目全域
大原1丁目全域、北沢3、4、5丁目全域
豪徳寺1丁目全域
豪徳寺2丁目2～10・25～31
松原6丁目42、43

●建築敷地により、助成対
象事業が異なります。
●〔A地区〕〔B地区の太子
堂・三宿〕は不燃化特区
による助成や税の減免制
度があります。
　建替えや除却を行う場合
は、以下の担当に問い合
わせください。

世田谷総合支所
　　　　　街づくり課
☎ 03-5432-2871

北沢総合支所
　　　　　街づくり課
☎ 03-5478-8074

❸～❺木造住宅耐震改修等助成対象区域



　耐震診断の結果、倒壊の危険性がある、または高いと判定された場合の流れになります。
詳細については、防災街づくり課までお問合せください。

◇新耐震木造住宅を耐震改修した場合、都税（固定資産税・都市計画税）の減免制度
があります。区の耐震化支援事業を利用される場合は、減免手続きに必要な証明書
を区で発行できます。詳しくはお問い合わせください。

❸～❺ 耐震改修等の事業の流れ

世田谷区役所 工事施工者建築物所有者
（申請者）

審査期間 ：2～3週間程度

審査期間 ：1か月程度


